
今
年
６
月
、
定
率
減
税
全
廃
、

税
源
移
譲
に
よ
り
住
民
税
が
大

増
税
に
な
り
ま
す
。
30
歳
で
年

収
３
０
０
万
円
の
方
は
単
身
者
、

夫
婦
世
帯
も
住
民
税
が
２
倍
に

跳
ね
上
が
り
ま
す
。
加
え
て
介

護
保
険
料
値
上
げ
、
住
民
税
に

連
動
し
て
国
民
保
険
料
の
値
上

げ
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
か
ら
高
齢

者
を
直
撃
し
ま
す
。

（
要
望
事
項
）

１
、
国
に
対
し
て
、
６
月
か
ら

の
住
民
税
増
税
の
中
止
を
求

め
て
く
だ
さ
い
。

２
、
住
民
税
、
国
民
健
康
保
険

料
、
介
護
保
険
料
な
ど
、
区

と
し
て
の
独
自
の
軽
減
措
置

を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

３
、
「
障
害
者
」
「
寡
婦(

夫
）
」

｢

寝
た
き
り
老
人
｝
の
非
課

税
措
置
や
医
療
費
控
除
の
周

知
徹
底
を
。

４
、
軽
度
・
中
度
要
介
護
者
に

対
し
、｢

身
体
障
害

者
・
知
的

障
害
者
に

準
ず
る
」

と
し
て
認

定
証
を
発

行
し
、
障

害
者
控
除

の
枠
を
広

げ
て
く
だ

さ
い
。

東
京
都
は
、
品
川
区
内
の
都

営
ア
パ
ー
ト
２
箇
所
１
１
２
戸

を
、
10
月
末
に
廃
止
す
る
と
発

表
し
、
入
居
者
に
新
宿
、
港
区

内
の
都
営
に
転
居
す
る
よ
う
求

め
て
い
ま
す
。
都
営
住
宅
は
新

規
建
設
を
行
な
わ
な
い
た
め
、

昨
年
12
月
の
東
品
川
都
営
住
宅

は
３
８
２
倍
。
全
都
の
平
均
応

募
倍
率
は
５
５
・
１
倍
で
す
。

低
家
賃
の
公
営
住
宅
が
求
め
ら

れ
て
い
る
時
に
、
な
ぜ
建
て
替

え
を
し
な
い
の
か
、
品
川
区
に

住
み
続
け
た
い
と
要
望
が
届
い

て
い
ま
す
。

（
要
望
事
項
）

５
、
両
都
営
住
宅
を
廃
止
で
は

な
く
、
建
て
替
え
て
戸
数
の

増
加
を
図
る
よ
う
東
京
都
に

働
き
か
け
て
く
だ
さ
い
。

６
、
高
齢
者
や
子
育
て
世
帯
、

若
者
向
け
住
宅
の
供
給
を
進

め
、
多
様
な
世
代
が
共
生
す

る
団
地
づ
く
り
を
東
京
都
に

働
き
か
け
て
く
だ
さ
い

７
．
区
移
管
を
受
け
区
営
住
宅

の
建
設
に
着
手
し
て
く
だ
さ

い
。
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５
月
23
日
、
共
産
党
区
議
団
は
濱
野
区
長
に
、

区
民
生
活
を
守
る
た
め
、
２
点
の
緊
急
要
望
を

行
な
い
ま
し
た
。
区
長
と
副
区
長
に
対
し
議
員

団
７
名
が
要
望
書
を
提
出
。
国
や
都
と
同
じ
道

を
歩
む
区
政
を
実
感
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
住
民
税
増
税
は
理
解
し
て
も
ら
う
説
明

を
し
て
い
る
」･･

･

区
長都

営
第
２
大
井
伊
藤
町
、

大
井
林
町
廃
止
、
突
然

の
転
居
通
告



①
い
ま
か
ら
実
施
す
る
段
階
で

減
税
は
難
し
い
。
理
解
し
て

も
ら
う
た
め
に
説
明
す
る
。

②
区
独
自
策
に
つ
い
て
は
、
例

え
ば
、
国
民
健
康
保
険
に
は

一
般
財
源
か
ら
拠
出
を
し
て

い
る
の
で
、
こ
れ
以
上
の
財

源
の
提
供
は
出
来
な
い
。

③
現
行
制
度
の
周
知
徹
底
は
わ

か
り
や
す
い
説
明
を
し
て
い

き
た
い
。

④
認
定
証
発
行
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
調
べ
て
み

る
。(

期
待
し
た
い
で
す
ね
）

⑤
都
か
ら
何
も
連
絡
が
な
か
っ

た
。
都
営
住
宅
は
都
の
政
策
。

都
は
も
う
こ
れ
以
上
は
つ
く

ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

⑥
都
が
代
替
を
準
備
し
て
い

る
か
ら
良
と
す
る
。

⑦
区
移
管
は
、
西
大
井
区
営

住
宅
で
一
段
落
、
こ
れ
以

上
は
考
え
ら
れ
な
い
。

な
ど
で
、
区
民
の
暮
ら
し

が
大
変
な
中
、
国
や
都
の
悪

政
か
ら
区
民
を
守
る
姿
勢
は

感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

大
崎
周
辺
再
開
発
、
高
級
マ

ン
シ
ョ
ン
１
戸
へ
の
補
助
金

７
０
０
万
円
あ
れ
ば
区
営
住

宅
１
戸
で
き
ま
す
。
国
も
都

も
区
も
税
金
の
使
い
方
改
め

る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

いつもお世話様です

バザーお待たせしました

６月３日（日）
午前１１時から午後３時まで

雨天でもやります！

いいぬま雅子事務所にて
（小山２－１６－１後地シルバーセンター近く）

地域のみなさんには、身近なリサイクル活動として、

バザーを支えていただきありがとうございます。たく

さんのお客様をお待ちしています。また、ご家庭で眠っ

ている品物がございましたら、ご寄付もよろしくお願

いいたします。御連絡をいただけましたら伺います。

(家電製品は取り扱いません）

連絡先
田中（３７８１）８１４８
志村（３７８３）９００４
横塚（３７８５）１４０８

主催：いいぬま雅子事務所バザー実行委員会
電話 （３７８７）５４２５

知って良くする
品川区の介護保険シンポジュウム

６月１２日（火）１８時３０分から
中小企業センター 大講習室

（シンポジスト）

ケアマネージャー、ホームヘルパー、区議会議員

主催：品川社会保障推進協議会

品川の医療と介護を良くする会

区
長
発
言
で
は
困
り
ま
す
・
・
・

も
っ
と
区
民
の
痛
み
を
知
っ
て

ほ
し
い
で
す

６月の法律相談は２２日(金）午後６時～８時 いいぬま雅子事務所にて 弁護士が対応します。 電話で予約してください。


